
 

 
※この用紙今年の１

月に、新車の展示会に

行きもらってきまし

た。今回は、この三つ 

の諸費用について具

体的に検証してみま

しょう。 

 



上記諸費用についての検証 

1、 下取車手続代行費用とは？ 

  下取車があった場合、その車をデイラーの名儀にするための費用又は廃車手続きに掛かる費用。 

  これを、ユーザーから取るのはおかしくありませんか。廃車の場合は、廃車手続きに掛かる 

  費用との説明が、必要と思われます。 

 

2、納車費用とは？ 

  一度、デイラーのセールスに納車費用とは具体的に何？と聞きました。困ったあげく 

そのセールスいわく「納車時の保険料と運び代であると言いました」との回答でした。 

それならば、「こちらが出向いて自動車をもらえば、掛からないと言う理屈だよね」と言ったところ 

「そうは、行きません私どもは、最後まで見届けなければならない義務がありますから。」 

   義務なのにお金取るのか？おかしいですよね。 

 

3、下取査定料？ 

 下取車があった場合、下取する額を決めるためにも、ユーザーからお金を取るのかよ 

 て話ですよ。又、査定に掛かる費用であることの説明が、必要と思われます。 

 

 

諸費用と言いながら、最初から注文書や見積書に印刷で記入しておき、 

当然のようにお金を取る。ある意味、詐欺的行為。 

また、中古自動車の販売店も新車デイラーの真似をしていますので 

同じように諸費用名目で利益を上げています。 


